
納　期　限
今月の納期限は４月30日（火）です
♢固定資産税（１期）
♢介護保険料（４月分）

　
令
和
６
年
度
の
固
定
資
産
課
税

台
帳
の
縦
覧
を
行
い
ま
す
。

時
　
４
月
１
日
（
月
）
〜

　
　
　
　
４
月
30
日
（
火
）

　
　
８
時
30
分
〜
17
時

※

土
・
日
・
祝
日
を
除
く
。

場
　
税
務
課
（
市
役
所
２
階
）

問
　
税
務
課 

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
０
４

　
FAX
０
７
３
８
・
２
４
・
２
８
９
０

　
６
月
１
日
以
降
の
所
得
税
に
つ

い
て
、
給
与
等
支
給
時
及
び
年
末

調
整
の
機
会
に
定
額
減
税
を
行
う

こ
と
と
な
り
ま
す
の
で
、
説
明
会

を
開
催
し
ま
す
。

対

　給
与
支
払
い
が
あ
る
事
業
者

市
役
所
開
催

時
　
４
月
９
日
（
火
）

　
　
10
時
〜
11
時
・
14
時
〜
15
時

場
　
市
役
所
１
階 

多
目
的
ホ
ー
ル

　
　
（
薗
３
５
０
番
地
２
）

納
税
協
会
開
催

時
　
４
月
11
日
（
木
）・
22
日
（
月
）

　
　
５
月
13
日
（
月
）・
23
日
（
木
）

　
　
10
時
〜
11
時
・
14
時
〜
15
時

場
　
納
税
協
会
２
階 

会
議
室

　
　
（
薗
４
１
９
番
地
９
）

※

駐
車
ス
ペ
ー
ス
に
限
り
が
あ
り

ま
す
の
で
、
公
共
交
通
機
関
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※

説
明
会
は
事
前
予
約
制
で
す
。

次
の
二
次
元
コ
ー
ド
か
ら
Ｌ
Ｉ
Ｎ

Ｅ
ア
プ
リ
に
ア
ク
セ
ス
し
、
国
税

庁
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト
か

ら
申
し
込
み
し
て
く
だ
さ
い
。

　
来
場
時
に
申
し
込
み
完
了
画
面

を
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

場　場所　　対　対象　　料　料金・費用　　内　内容　　定　定員

ステーションステーション

くらしの相談
◇心配ごと相談
　時　毎週水曜日
　　　13：00～16：00
　場　福祉センター３階
　問　御坊市社会福祉協議会
　　　☎0738-22-5490
　　　FAX0738-22-9991
◇人権相談
　時　４月19日（金）
　　　10：00～15：00
　場　福祉センター３階
　相談員　人権擁護委員
　問　全国共通人権相談ダイヤル
　　　☎0570-003-110
　※人権相談は、人権擁護委員の

自宅及び法務局において常時
受け付けています。　

◇御坊・日高常設法律相談所
　時　毎週木曜日
　　　13：30～16：00
　場　財部会館
　問　和歌山弁護士会
　　　☎073-422-5005
　※事前予約が必要です。
　※30分で5,000円程度の相談
　　料が必要です。
◇行政相談
　時　４月10日（水）
　　　13：00～15：00
　場　福祉センター３階
　問　防災対策課
　　　☎0738-23-5528
　　　FAX0738-52-7036
　行政相談委員
　　　大川　秀樹　氏
　　　☎0738-23-3908
　　　寺﨑　鈴子　氏
　　　☎0738-22-2152

おおかわ　　ひで き

てらさき　　すず こ

　
詳
し
く
は
御
坊
税
務
署
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
　
御
坊
税
務
署

　
☎
０
７
３
８
・
２
２
・
０
６
９
５

時
　
５
月
16
日
（
木
）

　
　
10
時 

〜 

11
時
30
分

　
　
13
時 

〜 

15
時

場
　
市
役
所
１
階 

会
議
室
101
・
102

申
　
田
辺
年
金
事
務
所 

お
客
様
相
談
室

　
☎
０
７
３
９
・
２
４
・
０
４
３
２

※

電
話
予
約
が
必
要
で
す
。

（
相
談
日
の
１
か
月
前
か
ら
予
約

を
受
付
し
て
い
ま
す
）

問
　
国
保
年
金
課 

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
３
０

　
FAX
０
７
３
８
・
２
４
・
２
８
９
０

年
金
相
談
会
の
お
知
ら
せ

固
定
資
産
課
税
台
帳
の

　
　
　
　縦
覧
の
お
知
ら
せ

定
額
減
税
説
明
会
を

　
　
　
　
　
　開
催
し
ま
す

友だち追加は
こちら

※12月の納期限日は25日になります。その他の月の納期限日は月末です。
　納期限日が国民の祝日、土・日曜日にあたる場合は、翌日が納期限日となります。
　

市税の納期に関するお知らせ
区　分

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

固定資産税

１期

２期

３期

４期

市・県民税

 

１期

２期

３期

４期

軽自動車税

全期

国民健康保険税

 

１期

２期

３期

４期

５期

６期

７期

８期

９期

令和６年 4月30日（火）

　　　　　5月31日（金）

　　　　　7月 1日（月）

　　　　　7月31日（水）

　　　　　9月 2日（月）

　　　　　9月30日（月）

　　　　10月31日（木）

　　　　12月 2日（月）

　　　　12月25日（水）

令和７年 1月31日（金）

　　　　　2月28日（金）

　　　　　3月31日（月）

納　期　限　日

環境衛生課
☎0738-23-5506
FAX0738-24-3255

ステーションステーション

　
令
和
６
年
度
（
令
和
６
年
４
月

分
〜
令
和
７
年
３
月
分
）
に
お
け

る
国
民
年
金
保
険
料
の
月
額
は
次

の
と
お
り
で
す
。

国
民
年
金
保
険
料

　
１
６
，９
８
０
円
（
月
額
）

※

ま
と
め
て
前
納
す
る
と
、
割
引

が
あ
り
ま
す
。

問
　
国
保
年
金
課 

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
３
０

　
FAX
０
７
３
８
・
２
４
・
２
８
９
０

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保

険
者
を
対
象
に
、
１
日
人
間
ド
ッ

ク
の
費
用
助
成
を
行
い
ま
す
。
希

望
さ
れ
る
方
は
、
国
保
年
金
課
の

窓
口
で
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ

い
。

対
　
本
市
の
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
の
被
保
険
者
で
、
保
険
料
の

未
納
が
な
い
方

※

受
診
日
時
点
に
お
い
て
も
、
同

様
の
条
件
と
な
り
ま
す
。

実
施
期
間

　
令
和
６
年
５
月
〜

　
　
　
　
　
　
令
和
７
年
３
月
末

料
　
自
己
負
担
額 

８
，０
０
０
円

受
診
医
療
機
関

　
健
診
セ
ン
タ
ー
・
キ
タ
デ

　
（
湯
川
町
財
部
７
３
３
番
地
１
）

定
　
47
名
（
先
着
順
）

申
請
期
間
　
４
月
１
日
〜
19
日

必
要
な
も
の

　
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

※

申
し
込
み
を
さ
れ
た
方
に
は
、

　
後
日
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

　
「
承
認
通
知
書
」
が
届
い
た
方

は
、
受
診
医
療
機
関
で
手
続
き
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

問
　
国
保
年
金
課 

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
３
０

　
FAX
０
７
３
８
・
２
４
・
２
８
９
０

問　問い合わせ　　申　申し込み　　時　日時　　締　締め切り

不燃・大型ごみ
を出す日

御坊広域清掃センター
「直接持込」

◇平日
　 ８：00～11：45
　12：45～16：00
◇休日【４月28日（日）】
　 ８：00～11：30
　平日・休日とも搬入許可申請書
　が必要です。
入手方法　
・HP（御坊広域行政事務組合、市役所）
・窓口
（御坊広域清掃センター、市役所、
　市民サービスコーナー（名田））

市内のペットボトル回収箱について
　現在、御坊市ではごみの減量と
リサイクル推進を目的に「ペット
ボトル回収箱」を市内数ヶ所に設
置しています。そこで回収された
ペットボトルはリサイクルされ、
「おぼん」や「道路用マット」に
生まれ変わります。
　回収箱に入れる時は、ペットボ
トルのキャップとラベルを取り、
中をきれいに洗ってください。設
置場所については、「ごみ出しカ
レンダー」の下部に記載していま
す。市民の皆様のリサイクルへの
ご協力よろしくお願いします。

◇資源ごみ
　 2日（第１火曜日）
◇小型プラスチックごみ
　 9日（第２火曜日）
　30日（第５火曜日）
◇燃えないごみ
　16日（第３火曜日）
◇燃える大型ごみ
　23日（第４火曜日）
☆スプレー缶、カセットボンベ
等は必ず中身を使い切ってか
ら穴をあけ、資源ごみとして
出してください。

令
和
６
年
度
の

国
民
年
金
保
険
料
に
つ
い
て

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

人
間
ド
ッ
ク
募
集
に
つ
い
て

国民健康保険に加入している皆様へ　人間ドック検診のお知らせ 
 御坊市国民健康保険は、「１日人間ドック」または「２日人間ドック」の費用を
助成します。
♦対 象 者　次のすべてに該当する方

・受検時に御坊市国民健康保険の被保険者で、令和６年４月１日現
在30歳以上かつ受検当日に75歳未満の方
・国民健康保険税を完納されている世帯の方
・「特定健診」及び「人間ドック検査項目に含まれるがん検診等」
を受検していない方
※受検日に御坊市国民健康保険の資格を喪失している場合、全額自
己負担となります。

♦申請期間　①４月１日（月）～16日（火）　②４月17日（水）～30日（火）
　　　　　　③５月１日（水）～令和７年２月28日（金）

※期間ごとの定員はありませんが、予算額に達した時点で終了します。
♦申請方法　国保年金課窓口へ「御坊市国民健康保険証」を持参し、申請してください。

※②・③の期間に申請される方は、４月下旬に郵送される「特定健
康診査・がん検診等受診券」も併せて持参してください。

♦受検期間　「承認通知書」の交付を受けた日（※）から令和７年３月31日まで
　　　　　　※①の期間に申請された方…４月下旬に送付　
　　　　　　　②の期間に申請された方…５月初旬に送付
　　　　　　　③の期間に申請された方…申請月の翌月に送付
♦実施機関　健診センター・キタデ　☎0738-24-3000
　　　　　　ひだか病院　　　　　　☎0738-22-1111
♦自己負担額　１日人間ドック8,000円　　２日人間ドック13,500円
♦検査項目

♦問い合わせ　国保年金課　☎0738-23-5530　FAX0738-24-2890

♦共通検査項目
　・内科診察・身体測定・血液検査
　・血圧測定・心電図検査
　・腹部エコー・脈拍測定
　・胸部レントゲン検査
　・胃レントゲン検査・尿検査
　・便検査（2日法）
　・眼科検査（視力・眼底）・聴力検査
♦健診センター・キタデ検査項目
　・喀痰検査

1日人間ドックの検査項目に加えて
♦共通検査項目
　・肺機能検査・眼圧検査
♦健診センター・キタデ検査項目
　・血液検査（糖負荷検査）
　・体組成検査
♦ひだか病院検査項目
　・動脈硬化検査・腰椎骨密度検査
　・子宮頸がん検査

１日人間ドック ２日人間ドック

広報ごぼう 令和６年４月号広報ごぼう 令和６年４月号9


